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資料３ 

市町村における男女共同参画施策の推進状況の概要 

令和 7 年 4 月 1日現在 

 

１ 男女共同参画に関する条例を制定している市町村数  

 

 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

制定済/全市町

村数 
39/63 39/63 39/63 39/63 41/63 42/63 42/63 

割合（％） 61.9 61.9 61.9 61.9 65.1 66.7 66.7 

 

 

                                         

                     

                     

                     

 

 

 

 男女共同参画に関する条例を制定している市町村 

（令和 7年 4 月 1 日現在） 

 

 

      条例制定済み（42市町） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考】条例制定率 

埼玉県  66.7% 全国 9位 

全国平均  40.4% 

全国１位 100.0%  石川県、鳥取県  

         岡山県、大分県、宮崎県 

（令和 7年 4月 1 日現在） 



２ 

 
２ 男女共同参画の推進に関する計画を策定している市町村数  

 

 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

策定済/全市町村数 63/63 63/63 63/63 62/63 63/63 63/63 63/63 

割合（％） 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 

※ 毎年 4 月 1 日現在、策定済みの有効な計画がある市町村の数 

 

 

 

 

 

 

 

３ 男女共同参画関係施策についての苦情の処理を行う体制を有する市町村数  

 

 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

体制有/全市町村数 23/63 23/63 23/63 22/63 24/63 22/63 21/63 

割合（％） 36.5 36.5 36.5 34.9 38.1 34.9 33.3 

 

[苦情処理体制を有する市町村] 

さいたま市、川越市、川口市、所沢市、上尾市、草加市、越谷市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、桶川市、久喜市、

八潮市、三郷市、幸手市、日高市、ふじみ野市、白岡市、滑川町、松伏町 

[令和 6 年度苦情処理件数]  0件    

       

４ ＤＶ対策に関する計画を策定している市町村数  

 

 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

策定済/全市町村数 61/63 62/63 63/63 63/63 63/63 63/63 63/63 

割合（％） 98.4 98.4 100 100 100 100 100 

  ※ 毎年 4月 1 日現在、策定済の有効な計画のある市町村の数 

 

５ 女性の職業生活における活躍の推進に関する計画を策定（予定）している市町村数  

 

 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

策定済/全市町村数 47/63 57/63 59/63 61/63 62/63 62/63 63/63 

割合（％） 74.6 90.5 93.7 96.8 98.4 98.4 100 

策定(予定)市町村     
行田市 

神川町 
吉見町  蓮田市 

 【参考】計画策定率（令和 7年 4月 1日現在） 

 埼玉県   100.0%   全国 1位 

 全国平均  89.8% 

 全国１位 100.0%   岩手県、秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、神奈川県、富山県、 

           石川県、静岡県、三重県、大阪府、兵庫県、島根県、広島県、 

           香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、大分県（計 19府県） 



３ 

  ※ 毎年 4月 1 日現在、策定済の有効な計画のある（令和８年度以降は予定）市町村の数 

６ 地方自治法に基づく審議会等(委員会含む)の女性の登用状況【女性委員数※】 

※ 調査時点は原則として毎年 4 月 1 日現在であるが、各市町村の事情により異なる場合がある。 

※ 広域圏で設置している審議会等の委員数を含んだ数 

 

 

      女性の比率＊             
      40%以上（1市）           
      30〜40%未満（23市町） 
      20〜30％未満（33市町） 
      10〜20%未満（6市町村） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

女性委員数/

総委員数 

8,523 

/30,361 

9,178 

/32,287 

9,409 

/32,851 

9,203 

/31,881 

9,492 

/32,337 

9,381 

/31,814 

9,437 

/31,238 

割合（％） 28.1 28.4 28.6 28.9 29.4 29.5 30.2 

 



４ 

 

７ 男女共同参画推進施設・配偶者暴力相談支援センターを設置している市町村数  

 

（１）男女共同参画推進施設 

 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

設置済/全市町村数 25/63 25/63 23/63 22/63 22/63 20/63 21/63 

割合（％） 39.7 39.7 36.5 34.9 34.9 31.7 33.3 

 

（２）配偶者暴力相談支援センター 

 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

設置済/全市町村数 16/63 18/63 20/63 22/63 22/63 24/63 25/63 

 

（３）男女共同参画推進施設及び配偶者暴力相談支援センター 

 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

どちらも 12/63 12/63 11/63 12/63 12/63 13/63 14/63 

男女共同参画施設のみ 13/63 13/63 12/63 10/63 10/63 7/63 7/63 

配暴センターのみ 6/63 6/63 9/63 10/63 10/63 11/63 11/63 

 

 
      男女共同参画推進施設・配偶者暴力相談支援センターどちらもある（14市） 
      男女共同参画推進施設のみ（7市町） 
      配偶者暴力相談支援センターのみ（11市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※国の機関 
 国立女性教育会館（NWEC） 


